
 

「（仮称）野洲市民病院の開設に向けた基本協定書」の締結について 

（仮称）野洲市民病院（以下「市民病院」という。）を円滑に開設するためには、

野洲病院の医療機能の向上、労務及び組織体制の適正化、債務の軽減、経

営の健全化等が可能な限り図られ、その上で野洲病院の医療機能が、市民病

院の医療資源として適切に引き継がれるとともに、野洲病院の資産、権利義務

等が適正に取り扱われること、その他、市民病院の開設事務等の適正執行が

必要になります。 

 こういった課題について、市と野洲病院が認識を共に協同体制を確立して、

円滑な解決に向くことができるよう、必要な基本的事項について、野洲市長と御

上会（野洲病院）理事長との間で、別添のとおり基本協定書を締結しました。 

記 

１．協定事項の概要 

(1) 野洲病院は、市民病院が開設されるまで、野洲病院の診療実績を向上さ

せ、収支を改善等し、人事、労務等の適正化、経営の健全化等に可能な

限り取り組む。 

(2) 市は、(1)の取組を促すため、現状を下回らない水準での財政支援等を継

続するよう努める。 

(3) 野洲病院は、市民病院が開設されるまで、自ら休止又は廃止しない。また、

病床数等の変更や重要な手続を市との合意なく行わない。 

(4) 野洲病院は、市民病院が開設されるときと同時に自ら廃止し、清算に着

手する。 

(5) 双方は、市民病院における人材、医療器材の確保、及び野洲病院の資

産、負債、権利義務の適正な取扱いに向けて、協議を進める。 

(6) 野洲病院は、職員等を市に派遣できる。 

(7) 野洲病院は、財務、人事、施設その他経営等に関する情報を、市の求め

等に応じて提供する。 

(8) 市は、市民病院の開設準備に係る事務の一部を御上会に委託できる。 

 

２．締結期日 

 平成 28 年７月 29 日 
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